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大阪都構想

１
　
は
じ
め
に

　

平
成
27
年
５
月
17
日
に
行
わ
れ
た
所
謂
「
大
阪
都
構

想
」
の
是
非
を
問
う
住
民
投
票
で
は
、
僅
か
に
0.8
ポ
イ

ン
ト
だ
け
反
対
が
上
回
り
、
当
面
、
大
阪
府
と
大
阪
市

の
行
政
体
制
は
現
状
維
持
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
大
阪
都
構
想
は
、「
大
都
市
地
域
に
お
け
る

特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
大
都
市
地
域
特
別
区

設
置
法
）」
に
基
づ
き
、
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
大
阪

市
を
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
５
つ
の
特
別
区
に
、

大
阪
府
を
大
阪
都
に
再
編
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
区
と
大

阪
都
の
税
財
政
制
度
や
事
務
事
業
の
分
担
を
、
現
在
の

東
京
都
制
（
東
京
都
及
び
23
特
別
区
）
に
な
ら
っ
て
見

直
す
も
の
で
あ
っ
た
。（
な
お
、
大
阪
府
を
「
大
阪
都
」

と
名
称
変
更
す
る
に
は
別
途
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
。）

こ
の
構
想
の
目
的
の
１
つ
は
、大
阪
市
と
大
阪
府
の「
二

重
行
政
の
問
題
」
の
解
消
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
こ
の

「
二
重
行
政
の
問
題
」
と
は
何
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

２
　
二
層
制
と
二
重
行
政
の
問
題 

　

現
在
の
日
本
の
地
方
自
治
制
度
は
、政
令
指
定
都
市
、

東
京
23
区
を
含
め
、
ど
の
市
区
町
村
の
住
民
で
あ
っ
て

も
、
必
ず
47
都
道
府
県
の
い
ず
れ
か
に
帰
属
す
る
「
二

層
制
」
の
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
広
域
行

政
等
を
行
う
自
治
体
で
あ
る
都
道
府
県
と
、
住
民
に
身

近
な
基
礎
的
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
自
治
体
で
あ
る
市

区
町
村
は
、
各
々
の
自
治
体
の
性
格
に
応
じ
、
法
令
等

に
基
づ
く
様
々
な
事
務
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。な
お
、

都
市
化
が
進
ん
だ
市
で
は
、
都
道
府
県
の
事
務
事
業
の

権
限
の
一
部
が
移
譲
さ
れ
、
中
核
市
や
政
令
指
定
都
市

に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
二
層
制
の
原
則
に
は

変
更
は
な
い
。

　

こ
う
し
て
役
割
分
担
さ
れ
た
都
道
府
県
と
市
町
村
の

事
務
事
業
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
自
治
体
の
警
察
事
務

の
よ
う
に
、
法
令
に
よ
り
都
道
府
県
の
事
務
事
業
と
さ

れ
、
市
町
村
が
実
施
で
き
な
い
事
務
事
業
で
は
、
二
重

行
政
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
学
校（
高
校
・

大
学
）、
体
育
館
、
図
書
館
、
水
道
事
業
、
公
営
住
宅

等
の
施
設
設
置
等
の
分
野
の
事
務
事
業
は
、
都
道
府
県

と
市
町
村
が
、
各
々
に
役
割
分
担
さ
れ
た
事
務
事
業
の

範
囲
内
で
そ
の
実
施
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
の

二
重
行
政
は
必
ず
生
じ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
二
重
行
政
の
う
ち
、「
市
区

町
村
と
都
道
府
県
の
各
々
が
、
同
様
の
事
務
事
業
を

別
々
に
実
施
す
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
、
行
政
全
体

の
非
効
率
が
生
じ
る
場
合
」
を
「
二
重
行
政
の
問
題
」

と
呼
び
、
次
に
、
そ
の
発
生
過
程
、
発
生
条
件
等
を
整

理
し
て
み
よ
う
。

３
　
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
と
二
重
行
政
の
問
題

　

最
初
に
二
重
行
政
の
問
題
が
生
じ
る
簡
単
な
ケ
ー
ス

を
想
定
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
に
Ａ
県
知
事
と
、

Ａ
県
の
人
口
の
３
割
を
占
め
る
政
令
指
定
都
市
の
県
庁

所
在
地
の
Ｂ
市
長
が
い
る
。
２
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
同
規

模
の
Ａ
県
立
図
書
館
と
Ｂ
市
図
書
館
を
、
Ｂ
市
内
に
、

任
期
の
４
年
間
の
間
に
完
成
す
る
こ
と
を
公
約
に
掲
げ

当
選
し
た
。
Ａ
県
知
事
は
、
二
重
行
政
の
問
題
の
回
避

の
た
め
、
Ａ
県
と
Ｂ
市
の
図
書
館
の
共
同
設
置
を
発
案

し
、
Ｂ
市
長
と
の
協
議
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
Ａ
県

知
事
は
、
も
し
、
こ
の
協
議
が
あ
と
１
月
以
内
に
調
わ

な
け
れ
ば
、
工
期
等
の
関
係
で
任
期
内
の
図
書
館
完
成

は
難
し
く
な
る
こ
と
が
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、

仮
に
あ
と
１
月
以
内
に
Ｂ
市
長
と
協
議
が
調
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
後
、
Ｂ
市
長
が
単
独
設
置
を
強
く
望
む
支

持
者
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
協
議
成
立
後
に
こ
れ
を
破

棄
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
心
配
し
て
い
る
。
悩
ん

だ
末
、Ａ
県
知
事
は
協
議
の
中
止
を
Ｂ
市
長
に
申
し
入
、

図
書
館
の
単
独
設
置
を
決
断
し
た
。
し
か
し
、
Ｂ
市
長

も
Ａ
県
知
事
と
同
様
の
こ
と
を
考
え
同
様
の
行
動
を
と

ろ
う
と
し
て
い
た
。こ
の
ケ
ー
ス
は
、
２
人
の
囚
人
が
、

別
々
に
取
り
調
べ
を
受
け
黙
秘
か
自
白
を
選
ぶ
「
囚
人

の
ジ
レ
ン
マ
」
と
い
う
有
名
な
命
題
に
似
て
い
る
。
囚

二
重
行
政
の
問
題
と
大
阪
都
構
想
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人
の
ジ
レ
ン
マ
で
は
、
例
え
ば
、
双
方
が
黙
秘
す
れ
ば

禁
錮
１
年
、
片
方
の
囚
人
が
先
に
自
白
す
れ
ば
そ
の
囚

人
は
無
罪
で
も
う
１
方
の
囚
人
は
禁
錮
５
年
、
双
方
が

自
白
す
れ
ば
禁
錮
３
年
と
い
う
条
件
下
で
は
、
双
方
が

自
白
を
選
択
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
仮
に
２
人
の
囚

人
が
事
前
に
双
方
の
黙
秘
を
合
意
し
て
も
、
取
り
調
べ

が
始
ま
る
と
、
こ
の
口
約
束
は
破
棄
さ
れ
２
人
と
も
自

白
し
、
本
来
、
双
方
が
黙
秘
を
す
る
状
態
が
最
も
得
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、結
局
、両
方
と
も
自
白
を
行
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
図
書
館
の

ケ
ー
ス
で
は
、
黙
秘
が
「
共
同
設
置
」、
自
白
が
「
単

独
設
置
」
に
相
当
し
、
双
方
が
共
同
設
置
で
は
な
く
単

独
設
置
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
囚
人
の
ジ
レ
ン

マ
で
は
、
囚
人
が
自
白
を
す
れ
ば
マ
フ
ィ
ア
に
家
族
が

殺
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
罰
則
が
あ
れ
ば
２
人
の
囚

人
は
黙
秘
を
選
択
す
る
と
さ
れ
る
が
、
今
回
の
ケ
ー
ス

で
は
、
同
様
の
罰
則
は
考
え
に
く
い
。
な
お
、
Ａ
県
知

事
と
Ｂ
市
長
の
間
に
、
過
去
か
ら
の
個
人
的
な
信
頼
関

係
や
政
治
的
な
同
志
で
あ
る
等
の
関
係
が
あ
る
場
合
な

ど
は
、
こ
れ
ら
の
特
殊
な
関
係
が
、
罰
則
と
同
様
の
働

き
を
し
て
、
最
終
的
に
双
方
が
図
書
館
の
共
同
設
置
を

選
択
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
行
政

の
問
題
は
、
市
町
村
と
都
道
府
県
の
双
方
に
、
こ
う
し

た
特
殊
な
関
係
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
両
者
の
協
議
や

相
談
で
は
、そ
の
解
消
が
難
し
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

で
は
、
次
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
二
重
行
政
の
問
題

が
生
じ
や
す
い
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

４
　
予
算
規
模
と
二
重
行
政
の
問
題

　

都
道
府
県
や
市
町
村
の
事
務
事
業
の
多
く
は
財
政
支

出
を
伴
う
た
め
、
市
町
村
の
予
算
規
模
が
一
定
以
上
の

規
模
で
あ
り
、
例
え
ば
、
都
道
府
県
と
同
規
模
・
同
レ

ベ
ル
の
事
務
事
業
の
実
施
や
公
共
施
設
の
設
置
が
可
能

な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
二
重
行
政
の
問
題
は
生
じ
に
く

い
。
逆
に
、
予
算
規
模
の
大
き
い
大
都
市
の
設
置
す
る

施
設
は
、
都
道
府
県
の
同
様
の
施
設
と
同
規
模
・
同
水

準
の
施
設
と
す
る
こ
と
が
財
政
的
に
可
能
で
あ
り
、
二

重
行
政
の
問
題
が
生
じ
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
回

の
大
阪
都
構
想
で
は
、
大
阪
市
を
再
編
し
て
設
け
ら
れ

る
５
つ
の
特
別
区
の
個
々
の
予
算
規
模
は
、
当
然
、
現

在
の
大
阪
市
全
体
の
予
算
規
模
よ
り
小
さ
く
な
る
た

め
、
各
特
別
区
と
大
阪
都
の
間
で
は
、
現
在
の
大
阪
市

と
大
阪
府
間
の
よ
う
な
二
重
行
政
の
問
題
は
新
た
に
発

生
し
に
く
い
。（
た
だ
し
、
既
存
の
施
設
な
ど
で
既
に

生
じ
て
い
る
二
重
行
政
の
問
題
を
ど
う
解
消
す
る
か
と

い
っ
た
問
題
は
残
る
。）

　

な
お
、
二
重
行
政
の
問
題
を
根
本
的
に
解
消
す
る
方

法
の
１
つ
と
し
て
、
都
道
府
県
の
全
て
の
事
務
事
業
と

市
町
村
の
双
方
の
事
務
事
業
を
行
う
「
特
別
市
」
を
設

け
る
構
想
が
あ
る
。
こ
の
構
想
で
は
、
特
別
市
の
エ
リ

ア
で
は
、
二
層
制
で
は
な
く
一
層
制
と
な
る
た
め
、
二

重
行
政
の
問
題
は
生
じ
な
い
。（
な
お
、特
別
市
制
度
は
、

戦
後
、
地
方
自
治
法
に
存
在
し
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、

既
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。）

５
　 

施
設
等
の
オ
ー
バ
ー
ス
ペ
ッ
ク
と
二
重
行
政

の
問
題 

　

最
後
に
、
二
重
行
政
の
問
題
を
招
き
や
す
い
「
オ
ー

バ
ー
ス
ペ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
、

現
在
、
大
阪
市
の
大
阪
歴
史
美
術
館
や
科
学
館
な
ど
の

よ
う
に
、
市
外
在
住
の
利
用
者
が
７
割
な
ど
、
そ
の
利

用
者
の
多
く
が
市
外
在
住
者
で
あ
る
社
会
教
育
施
設
の

規
模
や
水
準
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
市
外

在
住
者
の
施
設
利
用
が
多
い
と
い
う
問
題
は
、
大
都
市

の
昼
夜
間
人
口
比
率
の
高
さ
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
施
設
の
な
か
に
は
、
例

え
ば
、
そ
の
利
用
者
を
市
内
在
住
者
に
限
定
し
た
り
、

あ
る
い
は
、
市
外
在
住
者
に
は
住
民
よ
り
非
常
に
高
い

利
用
料
金
を
課
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
市
外
在
住
者
の

利
用
者
を
ゼ
ロ
に
し
た
り
大
き
く
減
ら
す
こ
と
が
可
能

な
も
の
も
多
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
題
の
本
質
は
、
大

都
市
が
設
置
す
る
施
設
が
、
そ
の
設
置
時
点
で
市
外
在

住
者
を
利
用
者
と
し
て
見
込
み
、
必
要
以
上
の
規
模
・

水
準
の
「
オ
ー
バ
ー
ス
ペ
ッ
ク
」
仕
様
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
点
に
あ
る
。（
た
だ
し
、
交
通
、
道
路
、
公
園
、

ご
み
処
理
な
ど
の
施
設
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
な
ど
は
、
市

外
在
住
者
の
利
用
の
排
除
等
が
困
難
で
あ
り
、
全
て
の

施
設
に
こ
の
オ
ー
バ
ー
ス
ペ
ッ
ク
の
指
摘
が
あ
て
は
ま

る
訳
で
は
な
い
）
大
阪
都
構
想
が
実
現
す
れ
ば
、
前
述

し
た
よ
う
に
各
特
別
区
の
個
々
の
予
算
規
模
が
現
在
の

大
阪
市
よ
り
小
さ
く
な
る
た
め
、
区
外
在
住
者
の
利
用

を
含
め
た
オ
ー
バ
ー
ス
ペ
ッ
ク
仕
様
の
施
設
等
の
設
置

は
財
政
的
に
難
し
く
、
二
重
行
政
の
問
題
は
生
じ
に
く

く
な
ろ
う
。

６
　
お
わ
り
に

　

大
阪
都
構
想
が
、
二
重
行
政
の
問
題
の
解
消
に
資
す

る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
一
方
で
、
二
重

行
政
の
問
題
の
解
消
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
現
在

の
都
道
府
県
と
市
町
村
の
具
体
的
な
事
務
事
業
の
役
割

分
担
の
在
り
方
を
も
う
一
度
見
直
し
、
両
者
が
重
複
し

て
実
施
可
能
な
事
務
事
業
の
範
囲
を
再
整
理
す
る
と
い

う
手
法
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
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